
私立学校における新型コロナウイルス感染症対策支援事業
―保健衛生用品等の購入経費補助―

都内私立学校が感染症対策に資する保健衛生用品等を
購入した場合の経費の一部を補助
（上限額 １校当たり ５０万円、補助率 １０／１０）

・対象学校種
高等学校、中学校、小学校、特別支援学校、専修学校、各種学校

・補助対象経費
令和２年４月１日以降、学校における新型コロナウイルス感染症
対策に資するものとして購入した、保健衛生用品等が対象
（例 マスク、消毒液、非接触型体温計等）

※申請方法や時期等の詳細は、決定次第お知らせします。


